
受理書
送付

通知
回答

ただし、市
土地開発
公社が取
得する場
合は照会
する

通知 通知

通知

※３週間以内に土地所有者へ
※３週間以内 通知する。

※地方公共団体等は、協議の成立又は不成立が
　　明らかになったときは、遅滞なく岐阜市長に協
　　議報告書を提出する。

公拡法による先買い事務のフロー

市へ協議報告書

協議成立 協議不成立

第三者へ譲渡地方公共団体へ譲渡

買取希望の地方公
共団体がない場合

土地所有者

第三者へ譲渡

買取協議を行う地方
公共団体等

土地所有者

買取協議を行う地方公
共団体等を決定する

届出又は
申出

基盤整備政策課

公共用地課
都市建設政策課
岐阜土木事務所
県住宅供給公社

協議報告書の回覧

土地所有者

協議

県土地開発公社


